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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】従来、宇宙空間に行くためにはロッケットを使
っていたが、身体にかかる加速度が大きく、一般人の宇
宙旅行は困難であると言う欠点があった。飛行機は、あ
る程度以上の速さで飛行していなければ墜落してしまう
と言う原理的な欠陥があった。自動車は道路上を走行せ
ざるを得ないので、道路容量を超える交通量が発生した
時には渋滞が生じると言う欠点があった。本発明は、こ
れらの欠点・欠陥を解決するための装置を提供する。
【解決手段】課題を解決するための手段は、発明者が見
出したＵＦＯの飛行原理に基づくものである。磁石と一
対の電極とを固定した構造体について考える。磁石の磁
界の中に於いて電極間で放電を起こすと、力の伝達に係
る対称性が崩れ、構造体には零でない力が伝達される。
この力により、構造体は加速度運動を行なう。これが、
ＵＦＯの飛行原理であり、この構造体が、ＵＦＯの飛行
原理に基づくＵＦＯ飛行装置を取り付けた飛行体となる
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
磁石及び対をなす電極が取り付けられた物体であって、それらの電極間で放電が可能なも
の。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、フレミングの左手の法則から導かれるＵＦＯの飛行原理に基づくＵＦＯ飛行
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
ＵＦＯの飛行原理は未発見であったので、従来ＵＦＯ飛行装置は存在しなかった。
【先行技術文献】
【０００３】
ＵＦＯについて、科学的若しくは技術的観点から論じられた先行文献はない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
▲１▼　従来、宇宙空間に行くためにはロッケットを使っていたが、身体にかかる加速度
が大きく、一般人の宇宙旅行は困難であると言う欠点があった。
▲２▼　飛行機は、ある程度以上の速さで飛行していなければ墜落してしまうと言う原理
的な欠陥があった。
▲３▼　自動車は道路上を走行せざるを得ないので、道路容量を超える交通量が発生した
時には渋滞が生じると言う欠点があった。
本発明は、これらの欠点・欠陥を解決する為になされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
課題を解決するための手段は、発明者が見出したＵＦＯの飛行原理に基づくものである。
まず、その原理を紹介する為に、発明者が著した論文を全文引用する。
因みに、この論文は未発表である。
【０００６】
　（論文全文掲載）
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　（以下本文）
　　　　　　　　　　　　　　ＵＦＯの飛行原理
１．はじめに
　ＵＦＯと言うのは、未確認飛行物体の事であるから、その飛行原理を論じると言う事は
、論理的には如何なものかと言う観は否めない。寧ろ、「空飛ぶ円盤等の新しい飛行物体
に係る飛行原理」とでも表現すべきであるが、耳目に入り易いと言う事で、敢て、標記の
通りの表現とした。
　さて、ＵＦＯについての話題は、マスコミにも時々取り上げられ、ＵＦＯを見たと言う
人の情報も掲載されている。
　それによると、その飛行の様子は、急発進・急停止・急角度ターン等々だそうである。
しかし、肝心の飛行原理については詳しく紹介されたと言う事は寡聞にして知らない。



(4) JP 2015-145675 A 2015.8.13

10

20

　未確認飛行物体であるから、それは当然の事と言えば当然の事である。
　かねてより人類が想像してきた空飛ぶ円盤と言う未来の新しい乗り物を作り出すために
は、この原理を解明する必要がある。
　又、それは、人類の一つの夢でもあると思う。
　幸運にも、筆者はこの原理を見出した。それを、以下に示す。
２．相異なる二つの条件下に於けるフレミングの左手の法則の適用

　磁石Ｊ（磁石の形状は問わない。）と導

とならないような位置関係で、図１のように構造体
ＡＢＣＤ‐ＥＦＧＨの（構造体の役割は、磁石と導線との相対的な位置関係を固定する事
であるから、形状は問わない。また、構造体は磁石や導線等に対して電磁気的な影響を与
える事がないように配慮されているものとする。）点Ｐ，Ｑ，Ｕ，Ｖの位置で固定するも
のとする。ここでは、磁石を棒状の磁石であると仮定している。また、点Ｕ及び点Ｖは、
ＵＶ間に電流を流す事が出来るように、電源に繋がっているものとする。
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２－１．導線に電流を流した場合
　棒状の磁石ＪのＮ極・Ｓ極がそれぞれ点Ｐ・点Ｑに位置している場合、ＵからＶに向け

　磁石及び導線は、構造体ＡＢＣＤ‐ＥＦＧＨに固定されているので、磁石及び導線に作
用する力は、それぞれを固定している点Ｐ，Ｑ及び点Ｕ，Ｖを介して構造体に伝達される
。

は加速度運動をしない。
２－２．導線Ｌを設置せずに、電極Ｕ，Ｖ間で放電を起こした場合
　図２に於いて、電気を電極Ｕから電極Ｖに向けて放電させた場合、電子はＶからＵに向
って空中を飛ぶ。電子は、磁石Ｊの影響を受けて磁石に近付く向きに曲げられて飛ぶから
、首尾よく放電を起こさせるために、電極Ｕ及び電極Ｖは電子の軌道の曲がりを考慮して
、位置や大きさを決める必要がある。
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　電子の流れが磁石から受ける力は、フレミングの左手の法則

この電子の流れが作る磁界が磁石Ｊに及

　磁石Ｊは点Ｐ，Ｑで固定されているので、

点Ｐ，Ｑを介して構造体ＡＢＣＤ‐ＥＦＧＨに伝達される。
　　一方、放電を起こすＶＵ間を移動する

事は出来ない。
　何故なら、ＵＶ間を繋ぐ物体（導線）は存在せず、電子は空中を飛んでいるからである
。

みが伝達される。
　それ故、図２に示すように、構造体ＡＢＣＤ‐ＥＦＧＨに磁石Ｊ及び電極Ｕ，Ｖを固定
し、電

３．ＵＦＯの飛行原理とＵＦＯ飛行装置
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電極間で放電を起こすものとする。（磁石が棒状の磁石であるならば、例えば図２に示す
ようになる。）
　放電により空間を飛ぶ電子は、磁石が作る磁界から力を受け、曲線運動を行なう。しか
し、電子が受けている力は、電子が空間を飛んでいるが故に構造体には伝達されない。
　然るに、磁石も運動する電子が作る磁界から力を受けるが、この力は、磁石を固定して
いる点を介して構造体に伝達される。
　電極間が導線で繋がれておれば、磁石が受ける力と導線の中を走る電子が受ける力（導
線が受ける力）とは、それぞれが共に構造体に伝達されるが、導線を設置せずに放電と言
う方法を用いた場合、空間を飛ぶ電子が受ける力の方は構造体には伝達されない。
　以上を要約する。

考える。その構造体の磁界の中に於いて電極間で放電を起こすと、力の伝達に係る対称性
が崩れ、構造体には零でない力が伝達される。」
　この力により、構造体は加速度運動を行なう。
　これが、ＵＦＯの飛行原理である。
　そして、この構造体が、ＵＦＯの飛行原理に基づくＵＦＯ飛行装置である。
４．ＵＦＯの作成
　飛行させたい物体に（形状は問わない。）ＵＦＯ飛行装置取り付ければ、ＵＦＯの基本
的な部分は完成である。
　因みに、ＵＦＯ本体の構造、電力供給の問題、飛行制御の方法等、工学上のテーマにつ
いては、稿を改めて考察すべき事柄である。
　さて、ＵＦＯ全体の質量をＭとする。

　磁石を電磁石とするならば、

　ここに、ｋ：比例定数。
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　この時、ＵＦＯは、地球の重力に打ち勝って、ｇ以上の加速度で上昇する事が出来る。
　尚、この飛行装置は、水密性を確保しておけば、海中・水中でも使用可能である。
５．おわりに
　地球と月の間の距離は約３８００００ｋｍである。
　地球から月までを、ここで提案したＵＦＯで行くものとする。中間地点まではｇで加速
し、それ以降はｇで減速し、月には速度０で着陸するものとする。
　中間地点までに要する時間ｔは、

　よって、往復に要する時間は、約７時間であり、月旅行は日帰りが可能となる。
尚、加減速がｇであるから、身体的負担はないものと思われる。
（引用終わり）
【０００７】
以下に、引用論文の一部を再掲する。

て考える。その構造体の磁界の中に於いて電極間で放電を起こすと、力の伝達に係る対称
性が崩れ、構造体には零でない力が伝達される。」
　この力により、構造体は加速度運動を行なう。
　これが、ＵＦＯの飛行原理である。
　そして、この構造体が、ＵＦＯの飛行原理に基づくＵＦＯ飛行装置である。
【０００８】

の電極とが固定された構造体（構造体の役割は、磁石と電極との相対的な位置関係を固定
する事であるから、形状は問わない。また、構造体は磁石や電極に対して電磁気的な影響
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を与える事がないように配慮されているものとする。）であって、これらの電極間で放電
を起こす事が出来るように作成された構造体は、ＵＦＯの飛行原理に基づくＵＦＯ飛行装
置である。

【０００９】
ＵＦＯ飛行装置を、飛行させようとする飛行体に取り付ける事により課題が解決する。
何故なら、この飛行体は適当な大きさの電流を供給すれば、地球の重力に打ち勝って加速
度運動をする事が出来るからである。
本発明は、以上の構成よりなるＵＦＯ飛行装置である。
【発明の効果】
【００１０】
本発明によるＵＦＯ飛行装置を、円盤に取り付ければ、所謂ＵＦＯが実現する。
【００１１】
このＵＦＯは、引用論文にあるように、適当な大きさの電流を供給すれば、地球の重力に
打ち勝ってｇ以上の加速度で上昇する事が出来る。加減速の加速度を身体的に負担がない
と考えられるｇとしても、日帰りの月旅行が可能となる。
【００１２】
ＵＦＯの実現により、飛行機の失速による墜落と言う悲劇は避ける事が出来るようになる
。
【００１３】
気象観測衛星等の人工衛星は、ロケットで打ち上げるのではなく、宇宙空間の必要な場所
にＵＦＯで置きに行く事となる。
【００１４】
自動車用の車体にＵＦＯ飛行装置を取り付ければ、空飛ぶ自動車が実現する。これの通路
としては、従来のような道路ではなく空間に通行帯を設定するだけでよく、その容量は幾
らでも大きく設定する事が出来るから、交通渋滞は発生しない。
又、超高速移動（ｇで加減速すれば１０００ｋｍ離れた地点に約５分で行く事が出来る。
）が可能となるから、大都市への過度の集中の必然性はなくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】　棒状の磁石を用いた場合の本発明の一例としての斜視図である。
【図２】　棒状の磁石を用いた場合の本発明の一例としての平面図である。
【図３】　棒状の磁石を用いた場合の本発明の一例としての正面図である。
【図４】　棒状の磁石を用いた場合の本発明の一例としての側面図である。
尚、磁石の形状は問わないから、磁石は必ずしも棒状である必要はない。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明を実施するための形態について説明する。

の役割は、磁石と電極との相対的な位置関係を固定する事であるから、形状は問わない。
また、構造体は磁石や電極に対して電磁気的な影響を与える事がないように配慮されてい
るものとする。）固定する。

▲２▼　構造体に固定された電極は、電極間で放電を起こす事が出来るように電源に接続
する。電極間での放電は構造体に固定された磁石による磁界の中で起こるから、この構造
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従って、この構造体は、ＵＦＯ飛行装置である。
▲３▼　別の表現をすると、「ＵＦＯの飛行原理に基づくＵＦＯ飛行装置を作成するには
、磁

（ｉｉ）電極間で放電を起こす事が出来る、構造体を作成すればよい。」と言う事である
。
▲４▼　尚、放電現象が生じる電極間が真空であるか否かは、ＵＦＯの飛行原理にとって
は本質的な問題ではない。
本発明は、以上の構成からなるＵＦＯの飛行原理に基づくＵＦＯ飛行装置である。
【符号の説明】
【００１７】
　１　構造体に固定されている磁石。
　　　磁石の形状は問わないので、磁石は必ずしも棒状である必要はない。
　２　磁石を固定する構造体上の点。磁石に働く力はこの点を介して構造体に伝わる。
　　　棒状の磁石の場合は、この点の位置で例えば磁石のＮ極を固定する。
　３　磁石を固定する構造体上の点。磁石に働く力はこの点を介して構造体に伝わる。
　　　棒状の磁石の場合は、この点の位置で例えば磁石のＳ極を固定する。

れが固定されておればよく、しかも磁石の形状は問わないから、磁石のＮ極・Ｓ極は構造
体上の点２・点３の位置に必ずしも存在する必要はない。
　４　構造体に固定されている電極。
　５　構造体に固定されている電極。
　６　構造体。
　ここでは、構造体を便宜上蓋と底の無い六面体（六面体状）として表現しているが、構
造体の役割は磁石と電極との相対的な位置関係を固定する事であるから、その形状は問わ
ない。従って、構造体は六面体状である必要はない。
　７　電源と構造体に固定されている電極とを繋ぐ電線。
　８　電源と構造体に固定されている電極とを繋ぐ電線。
　９　電極間に於いて放電を起こさせる事が出来る能力を有する電源。
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